
（様式１） 

令和  年  月  日 

 

提案参加申込書 

 

田野畑村長 様 

 

（提案者） 

住所又は所在地 
 

商 号 又 は 名 称 
 

代 表 者 職 氏 名 
 

 

 

 「田野畑村営住宅等家賃債務保証提供事業者募集要領」に基づき、村営住宅等入居者に提

供する家賃債務保証について、必要書類を添えて提案します。 

 なお、提出する書類の記載事項については、事実と相違ありません。 

 

 

 

 

（連絡担当者） 

所 属 部 署 名  

事業所所在地  

職 名  

氏 名  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

電 子 メ ー ル  

  



（様式２） 

提 案 書 

 

【提案者に関する事項】 

住 所 又 は 所 在 地  

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 職 氏 名  

家 賃 債 務 保 証 業 者 

登 録 番 号 
 

 

【入居者負担に関する事項】 

① 保 証 料  

② 更 新 手 数 料  

③ 代位弁済手数料※１  

④ 遅 延 損 害 金 ※ ２  

⑤ そ の 他 ※ ３  

※１ 入居者が、事業者の代位弁済を利用した際に、事業者に支払う手数料。 

※２ 事業者が求償権を行使する際に設定する遅延損害金。 

※３ ①～④以外に生じる入居者負担があれば記載。ない場合は、「なし」と明記すること。 

 

【保証内容に関する事項】 

⑤ 保 証 の タ イ プ 
滞納報告型 

⑥ 保 証 限 度 額 

（ 家 賃 分 ） 

 

⑦ 原 状 回 復 費 ・ 

残 置 物 撤 去 費 

の 保 証 限 度 額 

 

⑧ そ の 他 ※ ４  

※４ ⑥、⑦以外に保証対象となる費用があれば記載。ない場合は、「なし」と明記すること。 

 

注１ 記載する金額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。 

注２ 枠内に書ききれない場合は、「別紙のとおり」と明記し、別紙を添付して差し支えない。 

注３ 上記の提案に関して参考となるパンフレット等があれば提出すること。  



（様式３） 

暴力団排除に係る誓約書 
 

１ 当社は、下記のいずれにも該当しません。将来においても該当することのないことを誓約します。 

２ 田野畑村との契約事案について、下記に該当するものであることを知りながら下請契約又は関連す  

る契約（資材、原材料及び物品の購入契約並びにその他の契約）を締結することはしません。 

３ 下記の該当の有無を確認するために、田野畑村から役員名簿等の提出を求められたときは速やかに

提出します。また、当該役員名簿並びに「田野畑村営住宅等家賃債務保証業者募集要領」に基づく提案

参加申込書及びその添付書類に記載された情報等が岩手県警察本部に提供されることについて同意し

ます。 

４ 暴力団の不当な要求には応じません。また、田野畑村との契約事案について不当な要求を受けたと

きは、直ちに警察署へ通報するとともに、田野畑村に報告します。 

５ この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、「田野畑村営住宅等家賃債務保証業者募

集要領」に基づく提案に参加できず、又は田野畑村営住宅等の家賃債務保証契約を解除される等の不利

益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

○ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員

でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であると認められる者。 

○ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者。 

○ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも 

って、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められる者。 

○ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるい 

は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者。 

○ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。 

 

令和 年 月 日 

田野畑村長  殿 

住所又は所在地  

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 職 氏 名                 印 

 


